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調調査査のの概概要要  

 

１１  目目  的的  

   県内における成年後見制度の取組み状況の把握 

 

 

２２  実実施施主主体体  

   社会福祉法人新潟県社会福祉協議会 

 

 

３３  調調査査のの種種類類、、目目的的、、対対象象等等  

（１）令和４年度新潟県における成年後見関係事件に関する実態把握調査 

目  的 新潟家庭裁判所において取り扱う成年後見事件の状況把握 

対  象 新潟家庭裁判所（１ヵ所） 

実施方法 郵送による依頼とファクスによる回収 

発送数 １ 

回収数 １ 

 

 

（２）令和４年度社協における法人後見事業等に関する実施状況調査 

目  的 
新潟県内の市町村社会福祉協議会における法人後見事業等への取

組み状況の把握 

対  象 新潟県内の市町村社会福祉協議会（30社協） 

実施方法 メール及び郵送による依頼及び回収 

発送数 30 

回収数 30 

 

 

４４  調調査査時時点点  

  令和４年５月１日 

 

 

５５  調調査査期期間間  

令和４年６月３日～24日 

 

 

 

- 3 -





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  

令和４年度新潟県における成年後見関

係事件に関する実態把握調査の結果 
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　【調査概要】

※
※
※

　【定　義】

　【新潟家庭裁判所支部別の管轄市町村】

十日町出張所十日町市（旧十日町市、旧川西町、旧中里村）、津南町

上越市、糸魚川市、妙高市、十日町市（旧松代町、旧松之山町）

第三者後見人
親族以外（弁護士、司法書士、社会福祉士等）で本人の成年後見人等に選任された
者の総称

新潟家庭裁判所本庁 新潟市、燕市（旧吉田町）、五泉市、阿賀町、弥彦村

三条支部 三条市、加茂市、燕市（旧燕市、旧分水町）、田上町

佐渡支部 佐渡市

本年度以前の数値は過去に本会が実施した調査結果を引用。

成年後見人等 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の総称

成年被後見人等 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の総称

本調査結果に用いたグラフにおいて示した百分率（％）は少数第二位を四捨五入しているため、
合計が100とならないこともある。

本調査結果（数値）は概数である。

親族後見人
親族（配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族）で本人の成年後見人等に選任された
者の総称

新発田支部 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村

長岡支部 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、刈羽村

高田支部

回答対象
期間

令和３年１月から１２月の数値

令令和和４４年年度度新新潟潟県県ににおおけけるる成成年年後後見見関関係係事事件件にに関関すするる実実態態把把握握調調査査のの結結果果

目　的 新潟家庭裁判所において取り扱う成年後見関係事件の状況把握

対　象
新潟家庭裁判所
（新潟家庭裁判所本庁、三条支部、新発田支部、長岡支部、高田支部、佐渡支部、
十日町出張所）

調査方法 郵便による依頼とファクスによる回収

発送数 1

回収数 1
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11　　成成年年後後見見関関係係事事件件のの申申立立件件数数
※

 

 

 

類型別では後見開始571件（前年比43件減）、保佐開始282件（前年比42件増）、補助開始
100件（前年比21件増）、任意後見監督人選任7件（前年比３件の増）となっている。

ここで言う「成年後見関係事件」とは、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任
事件のこと。

本庁・支部・出張所別にみると、本庁493件(前年比10件増)、長岡支部193件(前年比25件増)、
新発田支部84件（前年比4件減）の順に多くなっている。

　　　　　　　　≪≪本本庁庁・・支支部部・・出出張張所所別別件件数数≫≫

令和３年の成年後見関係事件の申立件数は960件で、前年に比べて23件増加した。

※件数は概数である。
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11　　成成年年後後見見関関係係事事件件のの申申立立件件数数
※
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２２　　終終局局区区分分別別件件数数

 

 

 

令和３年における成年後見関係事件の終局事件数合計942件のうち、「認容」908件（96.4％）、
「却下」2件（0.2％）、「その他」32件（3.4％）となっている。

類型別にみると、「後見開始」が560件（認容540件、却下2件、その他18件）、「保佐開始」が284
件（認容274件、その他10件）、「補助開始」が89件（認容85件、その他4件）、「任意後見監督人
選任」が9件（認容9件）となっている。

　　　　　　　　≪≪本本庁庁・・支支部部・・出出張張所所別別件件数数≫≫

　　　　　　　　≪≪類類型型別別終終局局区区分分件件数数≫≫

本庁・支部・出張所別にみると、本庁503件(認容490件、却下2件、その他11件)、長岡支部182
件（認容175件、その他7件）、新発田支部83件（認容80件、その他3件）の順に多くなっている。
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３３　　審審理理期期間間

 

４４　　申申立立人人のの属属性性

 

 

 近年、その申立件数が増加傾向にある「市町村長」は、令和３年は196件あり、前年と比べて18
件増加している。

本庁・支部・出張所別にみると、本庁、三条支部、高田支部では「本人」が最も多く、新発田支部、
長岡支部、十日町出張所では「市町村長」が最も多くなっている。また、佐渡支部では「子」が最も
多くなっている。

申立人と本人との関係は、「本人」が285件（30.3％）と最も多く、次いで「市町村長」196件
（20.8％）、「子」149件（15.8％）、「兄弟姉妹」115件（12.2％）、「その他親族」104件（11.0％）、
「親」47件（5.0％）、「配偶者」24件（2.5％）、「法定後見人等」13件（1.4％）、「任意後見人等」9
件（1.0％）の順となっている。

審理期間が「１月以内」は44.4％、「1月超え2月以内」は30.8％、「2月超え3月以内」は13.4％、
「3月超え4月以内」は6.1％、「4月超え5月以内」は2.1％、「5月超え6月以内」は1.5％、「6月超
え」は1.8％となっている。
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　　　　　　　　≪≪本本庁庁・・支支部部・・出出張張所所別別件件数数≫≫

　　　　　　　　≪≪本本庁庁・・支支部部・・出出張張所所別別市市町町村村長長申申立立件件数数のの推推移移≫≫
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５５　　本本人人のの性性別別・・年年齢齢

 

 

 

本人の男女別件数は、男性446件（47.3％）、女性496件（52.7％）である。

本人の年齢別件数は、「80歳以上」が410件（43.5%）と最も多く、次いで「70歳代」238件
（25.3%）、「60歳代」125件（13.3%）の順となっている。一方、最も少ないのは「20歳未満」で4件
（0.4%）である。

　　　　　　　　≪≪本本人人のの男男女女別別割割合合≫≫

　　　　　　　　≪≪本本人人のの年年齢齢別別割割合合≫≫

本人の男女別・年齢別割合をみると、「20歳未満」と「80歳以上」は女性の方が多い一方、その他
の年代では男性の方が多くなっている。
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の年代では男性の方が多くなっている。
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６６　　開開始始原原因因

 認容で終局した事件うち、開始原因として「認知症」が517件（56.9%）と最も多く、次いで「その他」
133件（14.6%）、「知的障害」111件（12.2%）、「統合失調症」102件（11.2%）、「高次脳機能障
害」44件（4.8%）、「遷延性意識障害」1件（0.1%）の順となっている。

　　　　　　　　≪≪本本人人のの男男女女別別・・年年齢齢別別割割合合≫≫
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77　　主主なな申申立立ててのの動動機機

 

８８　　鑑鑑定定のの実実施施状状況況　　

 終局事件のうち鑑定を実施したものは「後見」で3.1%、「保佐」で0.7%となっている。

主な申立の動機としては、「預貯金等の管理・解約」が855件と最も多く、次いで「身上監護」663
件、「介護保険契約（施設入所等のため）」300件、「不動産の処分」220件、「相続手続き」186
件の順となっている。
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佐渡支部 3651310121293

十日町出張所 1429617124
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※同一事件で複数計上

されているため、終局事

件数とは一致しない。
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保佐

実施 未実施
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９９　　鑑鑑定定のの費費用用

 

１１００　　成成年年後後見見人人等等のの候候補補者者ににつついいてて

 認容で終局した後見開始、保佐開始及び補助開始事件のうち、親族が成年後見人等候補者とし
て各開始申立書に記載されている件数は158件（17.6%）となっている。

鑑定の費用は、鑑定を実施した全ての事件で「5万円超え10万円以下」となっている。

5万円超え
10万円以下

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5万円以下 5万円超え
10万円以下

10万円超え
15万円以下

15万円超え
20万円以下

20万円超え

※鑑定を実施した事件についてのみ計上。

親族の候補者有り

158件
17.6%

親族の候補者無し

741件
82.4%

合計899件
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１１１１　　成成年年後後見見人人等等とと本本人人ととのの関関係係

本庁・支部・出張所別にみると、全ての本庁・支部・出張所別において第三者後見人の選任数が
親族後見人の選任数を上回っている。

　　≪≪親親族族後後見見人人・・第第三三者者後後見見人人のの別別≫≫

　　≪≪成成年年後後見見人人等等とと本本人人ととのの関関係係別別件件数数のの推推移移≫≫

第三者後見人の内訳をみると、「司法書士」が263件（33.2％）で最も多く、次いで「弁護士」231
件（29.2％）、「社会福祉士」90件（11.4％）、「行政書士」68件（8.6％）、「社会福祉協議会」58
件（7.3％）の順となっている。

成年後見人等が選任された件数は937件（前年比13件増）で、そのうち親族が後見人として選任
された件数は145件（15.5％、前年比33件減）で、親族以外の第三者が後見人に選任された件
数は792件（84.5％、前年比46件増）となっている。

親族後見人の内訳をみると、「子」が80件（55.2％）で最も多く、次いで「その他親族」34件
（23.4％）、「兄弟姉妹」21件（14.5％）、「親」7件（4.8％）、「配偶者」3件（2.1％）の順となってい
る。

親族後見人145件,
15.5%

第三者後見人792件, 
84.5%

合計937件

※複数選任があるため、終

局事件数とは一致しない。
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546件

合計

711件
合計

695件
合計

719件

合計

834件
合計

811件

合計933件

合計

583件

合計988件 合計937件
合計924件
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　　≪≪本本庁庁・・支支部部・・出出張張所所別別件件数数≫≫

　　≪≪親親族族後後見見人人のの内内訳訳≫≫

　　≪≪第第三三者者後後見見人人のの内内訳訳≫≫

配偶者3件
2.1%
親7件
4.8%

子

80件
55.2%

兄弟姉妹

21件
14.5%

その他親族

34件
23.4%

合計145件

弁護士231件
29.2%

司法書士263件
33.2%

社会福祉士90件
11.4%

社会福祉協議会

58件, 7.3%

税理士9件, 1.1%

行政書士68件, 
8.6%

精神保健福祉士 1件, 0.1%

社会保険労務士 1件, 
0.1%

市民後見人12件, 
1.5%

その他法人

57件, 7.2%
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１１２２　　成成年年後後見見監監督督人人等等のの選選任任件件数数

認容で終局した後見開始、保佐開始及び補助開始事件（899件）のうち、成年後見監督人等（成
年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人）が選任されたものは23件であり、全体の約2.6％で
ある。

内訳は、「弁護士」が13件（56.5％）、「司法書士」が10件（43.5％）となっている。
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１１３３　　成成年年後後見見制制度度のの利利用用者者数数のの推推移移

　　≪≪本本庁庁・・支支部部・・出出張張所所別別件件数数≫≫

令和４年６月９日時点における成年後見制度（成年後見・保佐・補助・任意後見）の利用者数は
合計で5,297人となり、前年と比べて90人増加している。

「成年後見」の利用者数は3,578人で前年と比べて23人増加、「保佐」の利用者数は1,429人で
前年と比べて117人増加、「補助」の利用者数は269人で前年と比べて45人減少、「任意後見」
の利用者数は21人で前年と比べて５人減少となっている。

本庁・支部・出張所別にみると、本庁で2,325人（前年比増減なし）と一番多く、次いで長岡支部
1,214人（前年比40人増）、高田支部605人（前年比9人増）、新発田支部456人（前年比22人
増）、三条支部で413人（前年比14人増）、佐渡支部で206人（前年比7人増）、十日町出張所で
78人（前年比2人減）の順となっている。
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Ⅲ 

令和４年度社協における法人後見事業

等に関する実施状況調査の結果 
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　【調査概要】

※

メール及び郵送による依頼及び回収

令令和和４４年年度度社社協協ににおおけけるる法法人人後後見見事事業業等等にに関関すするる実実施施状状況況調調査査のの結結果果

新潟県内の社会福祉協議会における法人後見事業等への取組み状況の把握

新潟県内の市町村社会福祉協議会（30社協）

令和４年６月３日から６月24日

令和４年５月１日

目　的

対　象

調査時期

調査時点

調査方法

本調査結果に用いたグラフにおいて示した百分率（％）は少数第二位を四捨五入しているため、合計
が100とならないこともある。

30

30

発送数

回収数
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１１　　市市町町村村計計画画のの策策定定状状況況

２２　　「「市市町町村村計計画画」」策策定定ににかかかかるる社社協協のの関関与与

成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づく「市町村計画」を策定している市町村は11カ所（36.7％）。

「市町村計画」を策定している11市町村について、その策定に社協として関与しているところは6ヵ所。

策定済み, 11ヵ所, 
36.7%

R4年度末までに策定予
定, 2ヵ所, 6.7%

R5年度末までに策定予定, 
2ヵ所, 6.7%

今のところ策定予定な

し, 15ヵ所, 50.0% 合計30ヵ所

関与している, 6社協, 
54.5%

関与していない, 5社
協, 45.5% 合計11社協
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３３　　社社協協ににおおけけるる「「中中核核機機関関」」のの受受託託状状況況
 

４４　　「「中中核核機機関関」」ととししてて担担っってていいるる機機能能
 「中核機関」を行政から受託している５社協のうち、全ての社協で担っている機能は「市民後見人の養成」、
「後見人等からの各種相談に対応」の２項目。

「中核機関」を行政から受託している社協は5カ所（16.7％）。また、「R4年度末までに受託予定」、「R5年度
までに受託予定」がそれぞれ１社協となっている。

受託している, 5社協, 
16.7%

R4年度末までに受託予
定, 1社協, 3.3%

R5年度末までに受託予
定, 1社協, 3.3%

今のところ受託予定なし, 
23社協, 76.7%

合計30社協

4

4

4

1

4

3

3

1

1

5

1

5

1

1

0

1

1

1

0 1 2 3 4 5

①パンフレット等による成年後見制度や相談窓口の周知

②地域住民向けの説明会等の開催

③地域包括支援センターや施設職員等への説明会等の開催

④その他

①窓口で各種相談や申立手続支援（専門職（団体）の紹介含む）

②施設等への出張相談の実施

③専門職による相談会の実施

④その他

①申立前に適切な後見人候補者推薦のための受任調整会議の実施

②市民後見人の養成

③その他

①後見人等からの各種相談に対応

②後見人の定期報告の手続き支援を実施

③専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施

④後見人の連絡会を開催

⑤本人の状態やチームによる支援状況等についての見守り

⑥本人の状況変化等に応じた家庭裁判所との連絡調整

⑦その他

広
報
機
能

相
談
機
能

利
用
促
進
機
能

後
見
人
支
援
機
能

＜「その他」の内容＞

・広報機能・・・年１回 成年後見セミナー開催

・相談機能・・・カンファレンスへの参加

・利用促進機能・・・他法人による法人後見の推進

・後見人支援機能・・・フォローアップ講座の実施
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５５　　社社協協ににおおけけるる「「権権利利擁擁護護セセンンタターー等等」」のの受受託託状状況況
 

※

６６　　「「権権利利擁擁護護セセンンタターー等等」」ととししてて担担っってていいるる機機能能
 

「権利擁護センター等」を行政から受託している社協は6カ所（20.0％）。また、「R4年度末までに受託予
定」が１社協となっている。

ここでいう「権利擁護センター等」とは、成年後見制度の広報や相談等を担う機関であって、市町村が直営、委
託又は補助を行っているものをいう。

「権利擁護センター等」を行政から受託している６社協のうち、全ての社協で担っている機能は「パンフレット
等による成年後見制度や相談窓口の周知」、「地域住民向けの説明会等の開催」、「窓口で各種相談や申
立手続支援（専門職（団体）の紹介含む）」の３項目。

受託している, 6社協, 20.0%

R4年度末までに受託予
定, 1社協, 3.3%

今のところ受託予定な

し, 23社協, 76.7%

合計30社協
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①パンフレット等による成年後見制度や相談窓口の周知

②地域住民向けの説明会等の開催

③地域包括支援センターや施設職員等への説明会等の開催

④その他

①窓口で各種相談や申立手続支援（専門職（団体）の紹介含む）

②施設等への出張相談の実施

③専門職による相談会の実施

④その他

①申立前に適切な後見人候補者推薦のための受任調整会議の実施

②市民後見人の養成

③その他

①後見人等からの各種相談に対応

②後見人の定期報告の手続き支援を実施

③専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施

④後見人の連絡会を開催

⑤本人の状態やチームによる支援状況等についての見守り

⑥本人の状況変化等に応じた家庭裁判所との連絡調整

⑦その他

広
報
機
能

相
談
機
能

利
用
促
進
機
能

後
見
人
支
援
機
能

＜「その他」の内容＞

・広報機能：年１回 成年後見セミナー開催

・相談機能：カンファレンスへの参加

・利用促進機能：他法人による法人後見の推進、市民及び福祉専門職向けに利用促進セミナー等開催
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①申立前に適切な後見人候補者推薦のための受任調整会議の実施

②市民後見人の養成

③その他

①後見人等からの各種相談に対応

②後見人の定期報告の手続き支援を実施

③専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施

④後見人の連絡会を開催

⑤本人の状態やチームによる支援状況等についての見守り

⑥本人の状況変化等に応じた家庭裁判所との連絡調整

⑦その他

広
報
機
能

相
談
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能

利
用
促
進
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能

後
見
人
支
援
機
能

＜「その他」の内容＞

・広報機能：年１回 成年後見セミナー開催

・相談機能：カンファレンスへの参加

・利用促進機能：他法人による法人後見の推進、市民及び福祉専門職向けに利用促進セミナー等開催
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７７　　社社協協ににおおけけるる「「協協議議会会等等」」のの受受託託状状況況
 

８８　　「「協協議議会会等等」」でで検検討討ししてていいるる事事項項
 

「協議会等」を行政から受託している社協は３カ所（10.0％）。また、「R4年度末までに受託予定」、「R5年
度までに受託予定」がそれぞれ１社協となっている。

「協議会等」を行政から受託している３社協のうち、全ての社協で検討している事項は「中核機関の設置・
運営・機能強化等」の１項目。

受託している, 3社協, 
10.0%

R4年度末までに受託予

定, 1社協, 3.3%

R5年度末までに受託予

定, 1社協, 3.3%

今のところ受託予定な

し, 25社協, 83.3%

合計30社協

0

3

2

2

2

1

0 1 2 3

①市町村計画の策定や進捗状況の評価・見直し等

②中核機関の設置・運営・機能強化等

③地域連携ネットワークの構築・運営・機能強化等

 担い手の確保策

⑤他職種間での連携強化策

⑥その他

＜「その他」の内容＞

・法人後見事業に関すること
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９９　　法法人人後後見見事事業業ににかかかかるる実実施施体体制制のの整整備備状状況況
 

1100　　法法人人後後見見事事業業ににおおけけるる受受任任状状況況
 法人後見事業の実施体制を整備している21社協において、これまでに388件受任（前年比56件増）してい
る。そのうち、既に終了しているものが132件（前年比34件増）あり、現時点での受任件数は256件（前年比
22件増）となっている。

≪≪法法人人後後見見事事業業実実施施社社協協数数のの推推移移≫≫

法人後見事業の実施体制を整備している社協は21ヵ所（70％、前年比１社協増）ある一方、「今のところ
整備予定なし」と回答した社協は９社協（30％）。

整備している, 21社
協, 70.0%

今のところ整備予定な

し, 9社協, 30.0%

合計30社協
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R2.5.1時点

R3.5.1時点

R4.5.1時点

（単位：社協）
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388
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終了件数（B）

累計受任件数

（A）＋（B）
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≪≪社社協協別別累累計計受受任任件件数数≫≫

≪≪調調査査時時点点別別累累計計受受任任件件数数≫≫
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1111　　受受任任中中ののケケーーススのの概概要要

（（１１））年年代代
 

（（２２））性性別別

 

（（３３））障障害害等等区区分分
 

「70歳代」が58人（22.7％）と最も多く、次いで「80歳代」が57人（22.3％）、「60歳代」が47人（18.4％）と
続いている。

「男性」が133人（52.0％）、「女性」が123人（48.0％）となっている。

「認知症高齢者」が109人（42.6％）と最も多く、次いで「知的障害者」90人（35.2％）、「精神障害者」57人
（22.3％）となっている。

10歳代, 0, 0.0%
20歳代, 12, 4.7%

30歳代, 9, 3.5%

40歳代, 26, 10.2%

50歳代, 27, 10.5%

60歳代, 47, 18.4%
70歳代, 58, 22.7%

80歳代, 57, 22.3%

90歳代以上, 20, 
7.8%

合計256人

男性, 133, 52.0%
女性, 123, 48.0%

合計256人

認知症高齢者, 109, 
42.6%

知的障害者, 90, 
35.2%

精神障害者, 57, 
22.3%

合計256人
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1111　　受受任任中中ののケケーーススのの概概要要

（（１１））年年代代
 

（（２２））性性別別

 

（（３３））障障害害等等区区分分
 

「70歳代」が58人（22.7％）と最も多く、次いで「80歳代」が57人（22.3％）、「60歳代」が47人（18.4％）と
続いている。

「男性」が133人（52.0％）、「女性」が123人（48.0％）となっている。

「認知症高齢者」が109人（42.6％）と最も多く、次いで「知的障害者」90人（35.2％）、「精神障害者」57人
（22.3％）となっている。

10歳代, 0, 0.0%
20歳代, 12, 4.7%

30歳代, 9, 3.5%

40歳代, 26, 10.2%

50歳代, 27, 10.5%

60歳代, 47, 18.4%
70歳代, 58, 22.7%

80歳代, 57, 22.3%

90歳代以上, 20, 
7.8%

合計256人

男性, 133, 52.0%
女性, 123, 48.0%

合計256人

認知症高齢者, 109, 
42.6%

知的障害者, 90, 
35.2%

精神障害者, 57, 
22.3%

合計256人
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（（４４））居居所所

 

（（５５））生生活活保保護護受受給給有有無無

 

（（６６））後後見見等等類類型型

 

「施設」が163人（63.7％）と最も多く、次いで「在宅」63人（24.6％）、「病院」30人（11.7％）となっている。

生活保護の「受給有」が63人（24.6％）、「受給無」が193人（75.4％）となっている。

「後見」が151人（59.0％）と最も多く、次いで「保佐」81人（31.6％）、「補助」24人（9.4％）となっている。

在宅, 63, 24.6%

施設, 163, 63.7%

病院, 30, 11.7%

合計256人

受給有, 63, 24.6%

受給無, 193, 75.4%

合計256人

後見, 151, 59.0%

保佐, 81, 31.6%

補助, 24, 9.4%

合計256人

- 31 -



（（７７））申申立立人人
 

（（８８））受受任任期期間間
 

「親族」が97人（37.9％）と最も多く、次いで「本人」78人（30.5％）、「市町村長」71人（27.7％）、「その他」
10人（3.9％）の順となっている。

「１～３年」が79人（30.9％）と最も多く、次いで「３～５年」69人（27.0％）、「１年未満」59人（23.0％）、「５
～10年」45人（17.6％）、「10年以上」4人（1.6％）の順となっている。

本人
78

30.5%

親族

97
37.9%

市町村長
71

27.7%

その他
10

3.9%

合計256人

＜「その他」の内容＞

・交代 ・前後見人 ・弁護士（後見人等として） ・不明（引き継ぎ案件）

１年未満, 59, 23.0%

１～３年, 79, 30.9%

３～５年, 69, 27.0%

５～10年, 45, 17.6%

10年以上, 4, 1.6%

合計256人
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（（７７））申申立立人人
 

（（８８））受受任任期期間間
 

「親族」が97人（37.9％）と最も多く、次いで「本人」78人（30.5％）、「市町村長」71人（27.7％）、「その他」
10人（3.9％）の順となっている。

「１～３年」が79人（30.9％）と最も多く、次いで「３～５年」69人（27.0％）、「１年未満」59人（23.0％）、「５
～10年」45人（17.6％）、「10年以上」4人（1.6％）の順となっている。

本人
78

30.5%

親族

97
37.9%

市町村長
71

27.7%

その他
10

3.9%

合計256人

＜「その他」の内容＞

・交代 ・前後見人 ・弁護士（後見人等として） ・不明（引き継ぎ案件）

１年未満, 59, 23.0%

１～３年, 79, 30.9%

３～５年, 69, 27.0%

５～10年, 45, 17.6%

10年以上, 4, 1.6%

合計256人
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（（９９））報報酬酬状状況況
 

（（1100））受受任任前前のの社社協協ととししててのの関関与与状状況況
 

「受任して１年未満のため無報酬」（55人、21.5％）を除くと、「本人の財産からの報酬」が102人（39.8％）
と最も多く、次いで「成年後見制度利用支援事業からの報酬」62人（24.2％）、「本人の財産及び成年後見
制度利用支援事業の両方からの報酬」28人（10.9％）の順となっている。

「受任前の関わりはない」が164人（64.1％）と最も多く、次いで「日常生活自立支援事業の利用者」53人
（20.7％）、「介護保険又は障害福祉サービス利用者」25人（9.8％）の順となっている。

本人の財産からの報

酬, 102, 39.8%

成年後見制度利用

支援事業からの報

酬, 62, 24.2%

本人の財産及び成

年後見制度利用支

援事業の両方からの

報酬, 28, 10.9%

受任して１年未満の

ため無報酬, 55, 
21.5%

報酬を辞退したため

無報酬, 7, 2.7%
その他, 2, 0.8%

合計256人

＜「その他」の内容＞

・資金不足のため未払い ・代理権追加後に受領

日常生活自立支援

事業の利用者, 53, 
20.7%

生活困窮者自立支

援事業の利用者, 6, 
2.3%

生活福祉資金貸付

制度の利用者, 2, 
0.8%

介護保険又は障害

福祉サービスの利用

者, 25, 9.8%

地域福祉・ボランティ

ア事業の利用者, 2, 
0.8%

上記以外のサービ

ス、事業の利用者, 4, 
1.6%

受任前の関わりはな

い, 164, 64.1%

合計256人
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1122　　法法人人後後見見支支援援員員のの雇雇用用状状況況
 

1133　　法法人人後後見見支支援援員員のの経経歴歴
 

法人後見事業を実施している21社協のうち、「法人後見支援員」を雇用している社協は6ヵ所（28.6％、前
年比2社協増）となっており、雇用している人数は合計118人（前年比14人増）となっている。

法人後見支援員として活動している118人について、主たる経歴別にみると「日常生活自立支援事業にお
ける生活支援員経験者」が47人と最も多く、次いで「その他」35人、「福祉施設業務従事経験者」が22人、
「福祉行政経験者」が8人、「民生委員、自治会役員経験者」が6人となっている。

≪≪社社協協別別法法人人後後見見支支援援員員数数≫≫

雇用している, 6, 
28.6%

雇用していない, 15, 
71.4%

合計21社協

85

2

21

7

1

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

新潟市

上越市

柏崎市

新発田市

燕市

佐渡市
合計 118人

8

22

6

47

35

0 10 20 30 40 50

①福祉行政経験者

②福祉施設業務従事経験者

③民生委員、自治会役員経験者

④日常生活自立支援事業における生活支援員経験

者

⑤その他

合計 118人

＜「その他」の内容＞

・一般企業 ・元警察 ・ガイドヘルパー ・市民後見人養成講座修了生
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1122　　法法人人後後見見支支援援員員のの雇雇用用状状況況
 

1133　　法法人人後後見見支支援援員員のの経経歴歴
 

法人後見事業を実施している21社協のうち、「法人後見支援員」を雇用している社協は6ヵ所（28.6％、前
年比2社協増）となっており、雇用している人数は合計118人（前年比14人増）となっている。

法人後見支援員として活動している118人について、主たる経歴別にみると「日常生活自立支援事業にお
ける生活支援員経験者」が47人と最も多く、次いで「その他」35人、「福祉施設業務従事経験者」が22人、
「福祉行政経験者」が8人、「民生委員、自治会役員経験者」が6人となっている。

≪≪社社協協別別法法人人後後見見支支援援員員数数≫≫

雇用している, 6, 
28.6%

雇用していない, 15, 
71.4%

合計21社協

85

2

21

7

1

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

新潟市

上越市

柏崎市

新発田市

燕市

佐渡市
合計 118人

8

22

6

47

35

0 10 20 30 40 50

①福祉行政経験者

②福祉施設業務従事経験者

③民生委員、自治会役員経験者

④日常生活自立支援事業における生活支援員経験

者

⑤その他

合計 118人

＜「その他」の内容＞

・一般企業 ・元警察 ・ガイドヘルパー ・市民後見人養成講座修了生
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1144　　法法人人後後見見支支援援員員のの養養成成方方法法  （（複複数数回回答答））

 

1155　　法法人人後後見見未未実実施施社社協協ににおおけけるる、、法法人人後後見見事事業業実実施施にに向向けけててのの必必要要ななこことと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1166　　職職員員体体制制
 

※「成年後見制度関連事業」とは、中核機関、権利擁護センター等、法人後見事業にかかる事業全般を差す。

人員の確保、行政の理解。

村と連携し、事業計画を策定していくこと。

成年後見制度関連事業（※）を実施している21社協において当該事業に携わる職員は総勢171人。その
内訳として、正規職員65人（専従８人、兼務57人）、非正規常勤職員８人（兼務８人）、非正規非常勤職
員98人（専従２人、兼務96人）となっている。

法人後見支援員を雇用している６社協のうち、「市民後見人を養成する講座の修了者から雇用」が４社協
と最も多く、次いで「日常生活自立支援事業の生活支援員から雇用」が２社協、「その他」が１社協となって
いる。

現在のところ該当者がいれば専門の弁護士に相談しています。市町村の補助金体制整備の拡充をしてい
ただければ、より多くの方に利用していただけると思います。

専門性のある人材と予算の確保。

役場や地域包括支援センター等との情報共有。

町と社協が協働して市町村計画の策定を行い、成年後見制度の基盤作成を進めることが必要。

町内での後見事業へのニーズが少ないため、各種関連機関と連携し、潜在的なニーズを発見できる体制
を整備する。

専門性を有する職員がいないため、事業実施に向けた準備や、順調に実施できるまでの間の専門職員の
派遣など。職員の確保。（増員）

今のところ法人後見事業実施体制の整備の予定のない９社協において、今後の事業実施に向けて必要なこと
と考えていることは下記のとおり。

人材や財源を確保するための体制づくり、行政との調整。

4

0

2

1

0 1 2 3 4 5 6

①市民後見人養成講座の修了者から雇用

②後見支援員の養成講座等の修了者から雇用

③日常生活自立支援事業の生活支援員から雇用

④その他

＜「その他」の内容＞

・法人後見支援員には日常生活自立支援事業の生活支援員も兼ねてもらう。

8

57

0

8

2

96

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

専従

兼務

専従

兼務

専従

兼務

正
規

非
正
規
常
勤

非
正
規
非
常
勤

合計 171人
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1177　　財財源源  （（複複数数回回答答））

 

1188　　成成年年後後見見制制度度関関連連事事業業推推進進上上のの課課題題等等

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンションまたは一軒家を所持し、その不動産の処分を必要とする方が多い。物件が痛んでいたり、空き部
屋のマンションが多い中での売却の困難さも感じています。

町内に福祉サービス事業所が少なく、在宅生活の方を担当する場合、利益相反関係が課題となる。事前
に裁判所へ相談を行っています。

市民後見人個人受任に関する協議について、今後の方向性をどうしていくか。

市市民民後後見見人人等等のの養養成成、、活活躍躍支支援援にに関関すするるこことと

地域での担い手が不足している状況がある。法人後見の受任件数を増やすためには今後、後見支援員の
活動を検討していく必要がある。

成年後見制度関連事業を実施している21社協において、その活動財源として「後見報酬（成年後見制度
利用支援事業含む）」が18社協と最も多く、次いで「行政からの委託金」が９社協、「行政からの補助金」と
「自主財源」がそれぞれ６社協、「その他」が２社協となっている。

相続人がおらず、相続財産管理人を選任するほどの財産はない、といったケースの対応がわからない。

まだ中核機関で受任調整が行われていないため、新規受任にムラがあり、スムーズに運営委員会に繋げら
れない。

法人後見事業について、近年、関わりが難しい方（気性の激しい方や不安定な方等）の受任が増えている。
このような方への支援は業務量も多く技術も必要のため、担当職員の負担につながっているが、社協法人
後見の特性上、その必要性を理解したうえで極力断らずに受任している。本会は、後見報酬も事業財源
（人件費含めて）として見込んでいるため、今後も受任件数を確保したいが、関りが難しい方を中心に受任
件数を確保していくことは非常に困難である。また、このような方は、成年後見制度利用支援事業の対象に
ならない場合もある。今後、社協による法人後見事業が益々重要な社会資源となることは自覚しているが、
担当職員の負担は増していくばかりになるため、様々な角度から権利擁護センター運営や法人後見事業
実施の方法を検討することが必要。

日常生活自立支援事業での関わりがなく受任した方で、支払いの滞納や手続き期限が超過しているケー
スがあった。短期間でも、日自の利用を検討できるとよかったと感じました。

身寄りのない方、疎遠の方について、成年後見制度につながる方は後見人等が関わることができるが、そ
れ以外の方に亡くなった後の準備をしていただくことが必要であり、課題と感じています。

市民後見人養成研修修了者の活動の場の確保・整備（市民後見人の個人受任含む）

本年度、市に中核機関が設置された。これにより、市民の周知、支援者の支援につながっていくと思われ
る。今後、制度利用者の増加が見込まれるので、その受け皿のひとつとして対応できるよう備えていきた
い。

後見支援員の養成：受任依頼が増えていくことを予想し、受け皿機能の強化を図る。

法法人人後後見見事事業業ににかかかかるる受受任任ケケーースス、、事事業業運運営営にに関関すするるこことと

報酬受領困難ケース（収支がマイナス、助成対象外、預貯金がなくなれば受領できない）がある。

9

6

6

18

2

0 3 6 9 12 15 18 21

①行政からの委託金

②行政からの補助金

③自主財源

④後見報酬（成年後見制度利用支援事業含む）

⑤その他

＜「その他」の内容＞

・会費収入 ・赤い羽根共同募金
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この調査は、赤い羽根共同募金を使って実施しました。 




